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民法（相続関係）部会 参考資料６ 

 
第４の２（遺留分の算定方法の見直し）に関する参考資料 

 
【事例Ⅰ】（甲案についてイ（注２）の調整規定を設ける必要性） 

（相続人は，Ｘ（１／２），Ｙ（１／４），Ｚ（１／４）の３名） 

①  被相続人が相続開始時に有していた財産   ０円 

②  相続人Ｙに対する遺贈           １０００万円 

③  第三者Ａに対する遺贈           ９０００万円 

 

○ 結論（最終的な取得額の比較） 

 現行法 甲案（従前の案） 甲案（調整後） 

Ｘ ２５００万円 ２５００万円 ２５００万円 

Ｙ １２５０万円 ８７５万円 １２５０万円 

Ｚ １２５０万円 １２５０万円 １２５０万円 

Ａ ５０００万円 ５３７５万円 ５０００万円 

 
○ 現行法 

（遺留分） 

・ X の遺留分侵害額＝（１０００万＋９０００万）×
１

２
×

１

２
  ＝２５００万円 

・ Y の遺留分侵害額＝（１０００万＋９０００万）×
１

２
×

１

４
－１０００万 ＝２５０万円 

・ Z の遺留分侵害額＝（１０００万＋９０００万）×
１

２
×

１

４
 ＝１２５０万円 

（まとめ） 
・ X の最終的な取得額＝２５００万円 
・ Y の最終的な取得額＝２５０万＋１０００万＝１２５０万円 
・ Z の最終的な取得額＝１２５０万円 
・ A の最終的な取得額＝９０００万―２５００万－２５０万－１２５０万＝５０００万

円 
 
○ 甲案（従前の案） 

（相続人に対する請求） 

・ Ｘの最低限相続分侵害額＝１０００万×
１

４
＝２５０万 
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・ Ｚの最低限相続分侵害額＝１０００万×
１

８
＝１２５万 

（第三者に対する請求） 

・ Ｘの遺留分侵害額＝（１０００万＋９０００万）×
１

４
－２５０万＝２２５０万円 

・ Ｙの遺留分侵害額＝（１０００万＋９０００万）×
１

８
－１０００万＝２５０万円 

・ Ｚの遺留分侵害額＝（１０００万＋９０００万）×
１

８
－１２５万＝１１２５万円 

（まとめ） 
・ Ｘの最終的な取得額＝２５０万＋２２５０万＝２５００万円 
・ Ｙの最終的な取得額＝１０００万－３７５万（ＸとＺの最低限相続分侵害額）    

＋２５０万＝８７５万円 
・ Ｚの最終的な取得額＝１２５万＋１１２５万＝１２５０万円 
・ Ａの最終的な取得額＝９０００万―２２５０万―２５０万―１１２５万 

         ＝５３７５万円 
 → 計算上，遺贈をもらっているＹの方が，Ｚより取得額が少ないという結果となる。 
 
○ 甲案（調整規定を設けた場合） 

（相続人に対する請求） 
  上記に同じ 
（第三者に対する請求） 

・ Ｘの遺留分侵害額＝（１０００万＋９０００万）×
１

４
－２５０万＝２２５０万円 

・ Ｙの遺留分侵害額＝（１０００万＋９０００万）×
１

８
－（１０００万―３７５万） 

＝６２５万円 

・ Ｚの遺留分侵害額＝（１０００万＋９０００万）×
１

８
－１２５万=１１２５万円 

 （まとめ） 
・ Ｘの最終的な取得額＝２５０万＋２２５０万＝２５００万円 
・ Ｙの最終的な取得額＝１０００万－３７５万＋６２５万＝１２５０万円 
・ Ｚの最終的な取得額＝１２５万＋１１２５万＝１２５０万円 
・ Ａの最終的な取得額＝９０００万―２２５０万―６２５万―１１２５万 

         ＝５０００万円 
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【事例Ⅱ】（乙案のイについて，本文ただし書の調整規定を設ける必要性） 

（相続人は，Ｘ（１／２），Ｙ（１／４），Ｚ（１／４）の３名） 

①  被相続人が相続開始時に有していた財産   ３０００万円 

②  相続人Ｙに対する遺贈           ３０００万円 

③  第三者Ａに対する生前贈与（死亡６か月前） １億円 

 
○ 結論（最終的な取得額の比較） 

 現行法 提案イ（調整なし） 提案イ（調整あり） 

Ｘ   ４０００万円 ４０００万円 ４０００万円 

Ｙ ２０００万円 ７５０万円 ２０００万円 

Ｚ ２０００万円 ２０００万円 ２０００万円 

Ａ ８０００万円 ９２５０万円 ８０００万円 

 
○ 現行法 

（遺産分割） 

・ Ｘの具体的相続分＝（３０００万＋３０００万）×
１

２
＝３０００万円 

・ Ｙの具体的相続分＝（３０００万＋３０００万）×
１

４
－３０００万＝−１５００万円 

・ Ｚの具体的相続分＝（３０００万＋３０００万）×
１

４
＝１５００万円 

 遺産分割の対象財産は３０００万円しかないから，結局，遺産分割における取得分は， 

・ Ｘ＝３０００万×
３０００万

３０００万＋１５００万
＝２０００万円 

・ Ｚ＝３０００万×
１５００万

３０００万＋１５００万
＝１０００万円 

・ Ｙ＝０円 

 

（遺留分） 
・ Ｘの遺留分侵害額＝（３０００万＋３０００万＋１億）×

1
2
×

1
2
－２０００万 

＝２０００万円 

・ Ｙの遺留分侵害額＝１億６０００万×
１

２
×

１

４
－３０００万＝－１０００万円 

・ Ｚの遺留分侵害額＝１億６０００万×
１

２
×

1
４
－１０００万＝１０００万円 
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 Ｙへの遺贈については，民法１０３４条の解釈によりＹの遺留分超過額（１０００万円）

のみ減殺対象となる。 
 したがって， 

・ ＸからＹに対し，１０００万×
２０００万

２０００万＋１０００万
＝６６７万円 

・ ＺからＹに対し，１０００万×
１０００万

２０００万＋１０００万
＝３３３万円 

・ ＸからＡに対し，２０００万−６６７万＝１３３３万円 
・ ＺからＡに対し，１０００万−３３３万＝６６７万円 
 それぞれ請求することができる。 
 
（まとめ） 
・ Ｘの最終的な取得額＝４０００万円 
・ Ｙの最終的な取得額＝２０００万円 
・ Ｚの最終的な取得額＝２０００万円 
・ Ａの最終的な取得額＝８０００万円 
 
○ 提案イの規律を採用し，本文ただし書のような調整規定を置かない場合 

（遺産分割） 
 現行法と同じ。 
 
（遺留分） 
 各人の遺留分侵害額の計算は，現行法と同じ。 
 ただし，Ｙへの遺贈については，提案イ本文の規律によりＹの法定相続分を超える分で

ある２２５０万円（３０００万×（１－
1
４
）＝２２５０万円）が減殺対象となる。 

 したがって， 

・ ＸからＹに対し，２２５０万×
２０００万

２０００万＋１０００万
＝１５００万円 

・ ＺからＹに対し，２２５０万×
１０００万

２０００万＋１０００万
＝７５０万円 

・ ＸからＡに対し，２０００万−１５００万＝５００万円 
・ ＺからＡに対し，１０００万−７５０万＝２５０万円 

それぞれ請求することができる。 
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（まとめ） 
・ Ｘの取得額＝４０００万円 

 ・ Ｙの取得額＝７５０万円 
 ・ Ｚの取得額＝２０００万円 
 ・ Ａの取得額＝９２５０万円 

※ なお，この後，ＹがＡに対して遺留分減殺請求をすれば，現行法と同じ結論になるが，

求償の循環が生ずる。 
 
 
○ 提案イの規律を採用し，本文ただし書のような調整規定を置いた場合 

（遺産分割） 
 現行法と同じ。 
 
（遺留分） 
 各人の遺留分侵害額の計算は，現行法と同じ。 
 ただし，Ｙへの遺贈については，提案イ本文の規律によりＹの法定相続分を超える分で

ある２２５０万円が減殺対象となるが，同ただし書の規定によりＹの遺留分を侵害しない

１０００万円のみが減殺対象となる。 
 したがって，以下の計算は現行法と同じになる。 
 
（まとめ） 
 現行法と同じ。 
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【事例Ⅲ】（乙案ウのＡ案について，（注１）の調整規定を設ける必要性） 

（相続人は，Ｘ（１／２），Ｙ（１／４），Ｚ（１／４）の３名） 

①  被相続人が相続開始時に有していた財産   ４５００万円 

②  相続人Ｙに対する遺贈           ５００万円 

③  第三者Ａに対する遺贈           ５０００万円 

 

○ 結論（最終的な取得額の比較） 

 現行法 Ａ案（調整規定なし） Ａ案（調整後） 

Ｘ ２５００万円 ２７５０万円 ２６７４．４万円 

Ｙ １２５０万円 １２２３．８万円 １３３７．２万円 

Ｚ １２５０万円 １３７５万円 １３３７．２万円 

Ａ ５０００万円  ４６５１．２万円 ４６５１．２万円 

 
○ 現行法 

（遺産分割） 

・ Ｘの具体的相続分＝（４５００万＋５００万）×
１

２
＝２５００万円 

・ Ｙの具体的相続分＝（４５００万＋５００万）×
１

４
－５００万＝７５０万円 

・ Ｚの具体的相続分＝（４５００万＋５００万）×
１

４
＝１２５０万円 

（遺留分） 

・ Ｘの遺留分侵害額＝（４５００万＋５００万＋５０００万）×
１

２
×

１

２
－２５００万 

＝１億×
１

２
×

１

２
－２５００万＝０円 

・ Ｙの遺留分侵害額＝１億×
１

２
×

１

４
－（７５０万＋５００万）＝０円 

・ Ｚの遺留分侵害額＝１億円×
１

２
×

１

４
―１２５０万＝０円 

（まとめ） 
・ Ｘの最終的な取得額＝２５００万円 
・ Ｙの最終的な取得額＝１２５０万円 
・ Ｚの最終的な取得額＝１２５０万円 
・ Ａの最終的な取得額＝５０００万円 
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○ Ａ案（調整規定置かず） 

（遺留分） 

・ 総体的遺留分 １億円×
１

２
－４５００万＝５００万円 

・ Ｘの個別的遺留分額＝５００万×
１

２
＝２５０万（＝個別的遺留分侵害額） 

・ Ｙの個別的遺留分額＝５００万×
１

４
＝１２５万（個別的遺留分侵害額は０） 

・ Ｚの個別的遺留分額＝５００万×
１

４
＝１２５万（＝個別的遺留分侵害額） 

・ Ｙが取得した遺贈のうち法定相続分を超える価額／遺留分超過額 
（注：本事例においては，提案イを採用した場合も，採用せず現行法の規律を採用し

た場合も同じ結論になる。） 

５００万×（１－
１

４
）＝３７５万円 （５００万―１２５万＝３７５万円） 

・ ＸからＹへの請求＝２５０万×
３７５万

３７５万＋５０００万
＝１７万４４１９円 

・ ＸからＡへの請求＝２５０万×
５０００万

３７５万＋５０００万
＝２３２万５５８１円 

・ ＺからＹへの請求＝１２５万×
３７５万

３７５万＋５０００万
＝８万７２０９円 

・ ＺからＡへの請求＝１２５万×
５０００万

３７５万＋５０００万
＝１１６万２７９１円 

 
（遺産分割） 

・ Ｘの具体的相続分＝（４５００万＋５００万）×
１

２
＝２５００万円 

・ Ｙの具体的相続分＝（４５００万＋５００万）×
１

４
－５００万＝７５０万円 

・ Ｚの具体的相続分＝（４５００万＋５００万）×
１

４
＝１２５０万円 

 
（まとめ） 
・ Ｘの最終的な取得額＝１７万４４１９＋２３２万５５８１＋２５００万 

         ＝２７５０万円 
・ Ｙの最終的な取得額＝５００万＋７５０万－１７万４４１９－８万７２０９ 
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         ＝１２２３万８３７２円 
・ Ｚの最終的な取得額＝８万７２０９＋１１６万２７９１＋１２５０万 

         ＝１３７５万円 
・ Ａの最終的な取得額＝５０００万－２３２万５５８１－１１６万２７９１ 

         ＝４６５１万１６２８円 
 
○ Ａ案（調整規定を置いた場合） 

（遺留分） 
  遺留分の計算は同じ。 
（遺産分割） 
・ Ｘの具体的相続分＝（４５００万＋５００万＋３４８万８３７２（Ａの遺留分におけ

る負担分））×
１

２
―２５０万 ＝５３４８万８３７２×

１

２
―２５０万 

＝２４２４万４１８６円 

・ Ｙの具体的相続分＝５３４８万８３７２×
１

４
－５００万＋２６万１６２８（Ｙの遺留

分における負担分） 
＝８６３万３７２１円 

・ Ｚの具体的相続分＝５３４８万８３７２×
１

４
－１２５万 

＝１２１２万２０９３円 
（まとめ） 
・ Ｘの最終的な取得額＝２５０万＋２４２４万４１８６＝２６７４万４１８６円 
・ Ｙの最終的な取得額＝８６３万３７２１＋５００万－２６万１６２８ 

         ＝１３３７万２０９３円 
・ Ｚの最終的な取得額＝１２５万＋１２１２万２０９３＝１３３７万２０９３円 
・ Ａの最終的な取得額＝４６５１万１６２８円 
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【事例Ⅳ】（乙案ウのＢ案についての比較） 

（相続人は，Ｘ（１／２），Ｙ（１／４），Ｚ（１／４）の３名） 

①  被相続人が相続開始時に有していた財産   １０００万円 

②  相続人Ｙに対する遺贈           １０００万円 

③  第三者Ａに対する遺贈           ８０００万円 

 

○ 結論（最終的な取得額の比較） 

 ウ（Ｂ－１案） ウ（Ｂ－２案） 

Ｘ ２６６６万６６６７円 ２５００万円 

Ｙ   １０００万円 １２５０万円 

Ｚ １３３３万３３３３円 １２５０万円 

Ａ ５０００万円   ５０００万円 

※ なお，遺留分減殺の対象に関する規律（本文乙案のイ）及び民法１０３４条に関する規

律については，現行法の規律を前提として計算してある。 
 
○ Ｂ－１案 

（遺産分割） 

・ Ｘの具体的相続分＝（１０００万＋１０００万）×
１

２
＝１０００万円 

・ Ｙの具体的相続分＝（１０００万＋１０００万）×
１

４
－１０００万＜０円 

・ Ｚの具体的相続分＝（１０００万＋１０００万）×
１

４
＝５００万円 

・ Ｘの取得額＝１０００万×
１０００万

５００万＋１０００万
＝６６６万６６６７円 

・ Ｚの取得額＝１０００万×
５００万

５００万＋１０００万
＝３３３万３３３３円 

（遺留分） 

・ Ｘの個別的遺留分侵害額＝（１０００万＋１０００万＋８０００万）×
１

２
×

１

２
－１００

０万×
１

２
U（遺産分割の対象残余財産のうちＸの法定相続分） 

＝２０００万円 

・ Ｙの個別的遺留分侵害額＝１億×
１

２
×

１

４
－１０００万×

１

４
－１０００万＝０円 
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・ Ｚの個別的遺留分侵害額＝１億×
１

２
×

１

４
－１０００万×

１

４
＝１０００万 

・ Ｙの遺贈については，Ｙの遺留分額の範囲内なので，０円として計算。 
・ したがって，ＸはＡに対して２０００万円，ＺはＡに対して１０００万円，それぞれ

遺留分減殺請求することができる。 
（まとめ） 
・ Ｘの最終取得額＝２０００万＋６６６万６６６７円＝２６６６万６６６７円 
・ Ｙの最終取得額＝１０００万円 
・ Ｚの最終取得額＝１３３３万３３３３円 
・ Ａの最終取得額＝５０００万円 

 
○ Ｂ－２案 

（遺産分割） 
  遺産分割の計算は同じ。 
（遺留分） 

・ Ｘの個別的遺留分侵害額＝（１０００万＋１０００万＋８０００万）×
１

２
×

１

２
 

－６６６万６６６７（遺産分割の対象残余財産のうち X の具体的相続分） 
＝１８３３万３３３３円 

・ Ｙの個別的遺留分侵害額＝１億×
１

２
×

１

４
－０－１０００万＝２５０万 

・ Ｚの個別的遺留分侵害額＝１億×
１

２
×

１

４
－３３３万３３３３＝９１６万６６６７円 

・ したがって，ＸはＡに対して１８３３万３３３３円，ＹはＡに対して２５０万円，Ｚ

はＡに対して９１６万６６６７円，それぞれ遺留分減殺請求することができる。 
（まとめ） 
・ Ｘの最終取得額＝１８３３万３３３３＋６６６万６６６７＝２５００万円 
・ Ｙの最終取得額＝２５０万＋１０００万＝１２５０万円 
・ Ｚの最終取得額＝９１６万６６６７＋３３３万３３３３＝１２５０万 
・ Ａの最終取得額＝５０００万 

 


